
　
歳
以
下（
生
年
月
日
が
２
年
４
月
２

18日
以
降
）
の
児
童
が
い
る
方
で
す
。

　
子
育
て
応
援
特
別
手
当
で
は
、
対

象
者
は
第
２
子
以
降
（
第
２
子
を
含

む
）で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
が
、　18

歳
以
上
の
子
ど
も
は
子
の
数
に
は
入

れ
ず
、　
歳
以
下
の
子
ど
も
か
ら
年
齢

１８

順
に
第
１
子
、第
２
子
と
数
え
ま
す
。

　
例
え
ば
　
歳
、　
歳
、
４
歳
の
子

19

10

ど
も
が
い
る
場
合
、
４
歳
の
子
は
第

２
子
と
な
り
、
生
年
月
日
の
要
件
も

満
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
対
象
と
な

て
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　
申
請
書
に
、　
年
２
月
１
日
現
在
の

２１

世
帯
主
の
氏
名
や
、
金
融
機
関
の
口

座
番
号
な
ど
必
要
事
項
を
記
入
し
、口

座
確
認
書
類（
通
帳
の
表
紙
の
裏
か
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）の
コ
ピ
ー
を
添

付
の
う
え
、
市
役
所
へ
返
信
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
申
請
期
間
は
、　
年
４
月
８
日
か

２１

ら
　
月
８
日
木
（
消
印
有
効
）
ま
で

10
で
す
。

　
期
間
内
に
申
請
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
場
合
は
、
辞
退
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
児
童
家
庭
課

※
子
育
て
応
援
特
別
手
当
に
関
す
る
基
本

的
な
お
問
い
合
わ
せ
は
、「
野
田
市
定
額
給

付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
７
１
６
６
 
０

３
５
０
）」
と
、「
定
額
給
付
金
相
談
窓
口
」

で
も
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

－

多
子
世

  多
子
世
帯帯
のの
子
育
て

子
育
て
をを
応
援
応
援
  

特
別
手

　
　
　
　
  特
別
手
当当
のの
申申
請請
をを

り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、　
年
２
月
１
日（
基
準

21

日
）現
在
で
、野
田
市
に
住
民
登
録
を

し
て
い
る
こ
と
も
必
要
条
件
と
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」は
、国
の

「
生
活
対
策
」の
一
環
と
し
て
、
子
ど

も
の
多
い
世
帯
の
子
育
て
の
負
担
を

軽
減
し
よ
う
と
、
同
一
世
帯
に
お
子

さ
ん
が
２
人
以
上
い
て
、
対
象
要
件

に
当
て
は
ま
る
世
帯
に
、
本
年
１
回

に
限
り
、
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

　
　
対
象
と
な
る
児
童

　
対
象
と
な
る
児
童
は
、
生
年
月
日

が
平
成
　
年
４
月
２
日
か
ら
　
年
４
月

14

17

１
日
ま
で
の
方
で
、
さ
ら
に
、
上
に

　
多
子
世
帯
の
子
育
て
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
、国
で
は
、本
年

１
回
に
限
り
、「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」を
支
給
す
る
こ
と
を
決

定
し
ま
し
た
。市
で
は
、対
象
世
帯
に
、４
月
８
日
付
け
で
申
請
書

を
郵
送
し
ま
し
た
の
で
、お
早
め
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。今
号

で
は
、対
象
者
や
支
給
額
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
ま
す
。

AQ

多子世帯の子育てを応援
するために、幼児教育期
といわれる就学前３年間
を迎えた児童にかかる経
済的負担を軽減するのが
目的です。
第２子以降であっても、２
歳までの子どもは、別途、
児童手当制度で乳幼児加算
が行われていることなど
から、総合的に考えられ
ています。

どうして、第２子
以降の３歳から５
歳の子が対象なの
ですか？

子の親か否かにかかわら
ず、世帯主に支給します
ので、この場合は祖父の
口座に振り込みます。

我が家の世帯主は祖
父ですが、親の私
に振り込まれるの
でしょうか？

趣旨・目的が異なります
ので、対象となれば、い
ずれも受け取ることがで
きます。

子育て応援特別手当
をもらうと、定額
給付金はもらえな
いですか？

子育て応援特別手当Q&A

支給となる例

支給とならない例

１人目（７歳）　　　　　　２人目（４歳）　　　　　　３人目（２歳）

◆子育て応援特別手当特集

－４－

２人目（５歳）　３人目（４歳）　　　　４人目（２歳）１人目（１６歳）

１人目（１９歳）　　２人目（１０歳）　　　　　　　３人目（４歳）

別居して
いる児童

（第１子と数える）　　　　　　（第２子と数える）

１人目（19歳）　　　　　２人目（４歳）　　　　　　　３人目（２歳）

世帯にいる
児童

（第１子と数える）　　　　　　（第２子と数える）

◇Aさん家族の場合　　支給額　３６,０００円　　　

◇Bさん家族の場合　　支給額　３６,０００円

◇Cさん家族の場合　　支給額　７２,０００円

◇Dさん家族の場合　　支給なし

※別居している第１子をCさんが扶養していることが書類（児童の保険証など）で
確認できる場合には、２人目の児童も支給対象となります。

手当の対象となる児童

手当の対象となる児童

※１人目は年齢要件で対象外、２人目から年齢順に第１子と数えます。第２子は該
当しないため、支給はありません。

※１人目は年齢要件で対象外、２人目から年齢順に第１子と数えます。

子
育
て
応
援
特
別
手
当

世帯にいる
児童

平成１４年４月２日～
１７年４月１日生まれ

世帯にいる
児童

手当の対象となる児童

　
な
お
、
対
象
と
な
る
子
ど
も
と
第

１
子
が
別
居
し
て
い
る
と
き
は
、
同

じ
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
ま
す
の
で
、
申
請
時
に
医
療
保

険
の
被
保
険
者
証
の
写
し
な
ど
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
　
支
給
額

　
対
象
と
な
る
児
童
１
人
あ
た
り
３

万
６
千
円
を
、
子
の
親
か
否
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
居
し
て
い
る
世
帯
主

に
原
則
、口
座
振
込
で
支
給
し
ま
す
。

　
　
申
請
方
法

　
申
請
書
は
、４
月
８
日
に
世
帯
主
あ

世帯にいる児童

平成１４年４月２日～
１７年４月１日生まれ

平成１４年４月２日～
１７年４月１日生まれ

平成１４年４月２日～
１７年４月１日生まれ


